
疑わしい取引の届出制度について
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組 織 犯 罪 対 策 第 一 課



犯罪収益移転防止法の概要
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「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」（令和７年 警察庁）



特定事業者とは

◆ 特定事業者
→ 取引時確認等を義務付けられる犯罪収益移転防止法

第２条第２項に規定の事業者

銀行、貸金業者、資金移動業者、暗号資産交換業者
ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者 等

宅地建物取引業者
宝石・貴金属等取扱事業者（古物商含む）
郵便物受取サービス事業者

電話受付代行業者、電話転送サービス事業者
行政書士、公認会計士、税理士 等

特定事業者

DNFBP‘ｓ （Designated Non-Financial Businesses and Professions）

指定非金融業者・職業専門家
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「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」（令和７年概要版 警察庁）



FATF加盟各国の審査結果
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「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」（令和７年概要版 警察庁）



FATF第４次対日相互審査結果及び第５次対日相互審査の予定
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「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」（令和７年概要版 警察庁）



疑わしい取引の届出状況等の推移

年間通知件数及び提供件数

○ 令和７年の年間通知件数は、101万9,405件で過去最多で

あった。

○ 令和７年のＤＮＦＢＰｓに係る通知件数の合計は439件で、

全体の約0.04％であった。
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件数

金融機関等 957,286

預金取扱機関 725,685

保険会社 5,264

金融商品取引業者 32,342

貸金業者 102,577

306

資金移動業者 45,180

暗号資産交換業者 44,335

商品先物取引業者 973

両替業者 590

電子債権記録機関 1

金融機関等その他 33

指定非金融業者・職業専門家（DNFBPs） 439

宅地建物取引業者 144

宝石・貴金属等取扱事業者 267

郵便物受取サービス業者 11

電話受付代行業者 0

電話転送サービス事業者 15

行政書士等 0

公認会計士等 0

税理士等 2
ファイナンスリース事業者 201

クレジットカード事業者 61,479

1,019,405

区　分

合計

高額電子移転可能型前払式支払手段発行者
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年間通知件数

提供件数

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

年 間 通 知 件 数 530,150 583,317 707,929 849,861 1,019,405

提 供 件 数 524,462 581,252 685,330 815,318 962,348

分析結果提供件数 12,769 15,990 21,730 26,871 32,248



【届出方法種類】

① 電子政府総合窓口（ｅ－Ｇｏｖ）
を利用した届出

② 電磁的記録媒体による届出

③ 文書による届出方法

疑わしい取引の届出方法・入力要領

様式第１号

様式第２号

様式第３号
本人確認資料

【入力要領】

① 基本的なこと…届出様式の各項目は入力要領に沿って記載。

② 注意点…届出書の作成は顧客ごと。一部マスキングが必要な添付資料あり。

③ 参考事例及びガイドライン番号

→ 事業者ごとに参考事例（※）があり、これに基づきＪＡＦＩＣで
ガイドライン番号を設定しているので、最も該当する番号を選択して
届出

※ 各行政庁において所管の特定事業者向けに、疑わしい取引に該当

するかを判断する上での目安となる参考事例を作成・公表している。

疑わしい取引の届出と届出先行政庁 検索

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/todoke/todotop.htm
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（ＪＡＦＩＣ）

令和７年中の電子申請による届出は

101万6,227件（全体の99.7％）



参考事例及びガイドライン番号名称（宅地建物取引業者）  「疑わしい取引の届出における入力要領」（九訂版、JAFIC）
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参考事例及びガイドライン番号名称（宅地建物取引業者）  「疑わしい取引の届出における入力要領」（九訂版、JAFIC）
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参考事例及びガイドライン番号名称（宅地建物取引業者） 「疑わしい取引の届出における入力要領」（九訂版、JAFIC）
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疑わしい取引の届出の基本姿勢

◆ 迅速な届出
疑わしい取引を認めたときは速やかに届出を！！

◆ 積極的な届出
届出するか判断に迷ったら、積極的な届出を！！

～過去の取引も疑わしいと判断された場合には、積極的な届出～

◆ 正確な入力
入力要領に沿った正確な届出を！！
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（ＪＡＦＩＣ）



犯罪収益移転防止法における
宅地建物取引業者の義務等
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宅地建物取引業者の特定業務・特定取引・ハイリスク取引

特
定
業
務

対
象
取
引

対象取引以外の取引で、顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして次に掲げる取引をい
います。敷居値以下の取引や簡素な顧客管理を行うことが許容される取引であっても、特別の注
意を要する取引に該当する可能性があることに留意が必要です。

 ○ マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引
 ○ 同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引

特
定
取
引 特別の

注意を
要する
取引

「犯罪収益移転防止法の概要」（令和７年１２月２日時点、JAFIC）

※ 敷居値以下の取引であっても、一回当たりの取引の金額を減少させるために一の取引を分割している

ことが一見して明らかなものは一の取引とみなすため、特定取引に該当する場合があります。
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宅地建物の売買又はその代理若しくは媒介業務

宅地建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介



「犯罪収益移転防止法の概要」（令和７年12月２日時点、JAFIC）
15



「犯罪収益移転防止法の概要」（令和７年12月２日時点、JAFIC）

《特定取引とハイリスク
取引の関係》
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《ハイリスク取引》 

次のいずれかに該当する取引をいいます。
 ○ なりすましの疑いがある取引又は取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引  

 具体的には、次の取引をいいます。
 ・ 取引の相手方が、取引の基となる継続的な契約の締結（例えば、預貯金契約の締結）に際して行

 われた取引時確認に係る顧客等又はその代表者等になりすましている疑いがある場合の当該取引 
  ・ 取引の基となる継続的な契約の締結に際して取引時確認が行われた際に取引時確認に係る事項を

   偽っていた疑いがある顧客等又はその代表者等との取引  

○ 特定国等に居住・所在している顧客等との取引
     マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等（現時点ではイラン及び北朝

鮮）に居住している顧客等との取引等をいいます。

 ○ 外国ＰＥＰｓ（重要な公的地位にある者（Politically Exposed Persons））との取引 
  下記の者との取引をいいます。   

① 外国の元首 
② 外国において下記の職にある者

 ・我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
 ・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
 ・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
 ・我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
 ・我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、

 航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
 ・中央銀行の役員

 ・予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

   ③ 過去に①又は②であった者
   ④ ①～③の家族
   ⑤ ①～④が実質的支配者である法人

「犯罪収益移転防止法の概要」（令和７年12月２日時点、JAFIC）
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取引時確認
【４条】

確認記録の 
作成・保存
【６条】

取引記録等の 
作成・保存  
【７条】

疑わしい取引の届出 
【８条】

取引時確認等を的確に 
行うための措置 
 【１１条】

特定業務のうち特
定取引等を行うに
際しては、顧客等
の 
・本人特定事項 
・取引を行う目的 
・職業・事業内容 
・実質的支配者 
・資産及び収入の

状況（ハイリス
ク取引の一部） 

の確認を行わなけ
ればならない

取引時確認を行っ
た場合には、直ち
に確認記録を作成
し、特定取引等に
係る契約が終了し
た日等から７年間
保存しなければな
らない。

特定業務に係る取
引を行った場合に
は、直ちに取引記
録等を作成し、取
引の行われた日か
ら７年間保存しな
ければならない 

特定業務において収受
した財産が犯罪による
収益である疑いがある 
又は 特定業務に関し
顧客等がマネー・ロー
ンダリングを行ってい
る疑いがあると認めら
れる場合においては、
速やかに届け出なけれ
ばならない。

取引時確認をした事項
に係る情報を最新の内
容に保つための措置を
講ずるほか、使用人に
対する教育訓練の実施、
取引時確認等の措置の
実施に関する規程の作
成、統括管理者の選任
等の措置を講ずるよう
努めなければならない。

「犯罪収益移転防止法の概要」（令和７年12月２日時点、JAFIC）

犯罪収益移転防止法における宅地建物取引業者の義務
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（特定事業者の免責） 
第５条 
特定事業者は、顧客等又は代表者等が特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客等又は
代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。 

（取引時確認等を的確に行うための措置） 
第11条 
特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置（以下この条において「取
引時確認等の措置」という。）を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に
保つための措置を講ずるものとするほか、次に掲げる措置を講ずるように努めなければならない。 
１ 使用人に対する教育訓練の実施 
２ 取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成 
３ 取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理する者の選任 
４ その他第３条第３項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して講ずべきものして主務省
令で定める措置 

犯罪による収益の移転防止に関する法律 

犯罪収益移転防止法における宅地建物取引業者の義務
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（取引時確認等を的確に行うための措置） 
第32条 
法第11条第４号に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。 
１ 自らが行う取引又は特定受任行為の代理等（新たな技術を活用して行うものその他新たな態様によるものを含む。）につ
いて調査し、及び分析し、並びに当該取引又は特定受任行為の代理等による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の
当該調査及び分析の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録（以下この項において「特定事業者作成書面等」とい
う。）を作成し、必要に応じて、見直しを行い、必要な変更を加えること。 

２ 特定事業者作成書面等の内容を勘案し、取引時確認等の措置（法第11条に規定する取引時確認等の措置をいう。以下こ
の条において同じ。）を行うに際して必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。 

３ 特定事業者作成書面等の内容を勘案し、確認記録及び取引記録等を継続的に精査すること。 
４ 顧客等との取引又は顧客等のために行う特定受任行為の代理等が第27条第１項第１号ハに規定する取引又は同項第２号ハに
規定する特定受任行為の代理等に該当する場合には、当該取引又は特定受任行為の代理等を行うに際して、当該取引又は特
定受任行為の代理等の任に当たっている職員に当該取引又は特定受任行為の代理等を行うことについて法第11条第３号の規
定により選任した者の承認を受けさせること。 

５ 前号に規定する取引又は特定受任行為の代理等について、第２号に規定するところにより情報の収集、整理及び分析を
行ったときは、その結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、確認記録又は取引記録等と共に保存するこ
と。 

６ 取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な能力を有する者を特定業務に従事する職員として採用するために必要な
措置を講ずること。 

７ 取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査を実施すること。 

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 

犯罪収益移転防止法における宅地建物取引業者の義務
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まとめ（取引時確認等を的確に行うための措置）

◆ 犯罪収益移転防止法 第11条，同施行規則 第32条

① 取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置

② 使用人に対する教育訓練の実施

③ 取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成

④ リスク評価、情報収集、記録の精査

⑤ 統括管理者の選任

⑥ リスクの高い取引等を行う際の対応

⑦ 必要な能力を有する職員の採用

⑧ 取引時確認等に係る監査の実施 
①は義務、②～⑧は努力義務

21

（ＪＡＦＩＣ）



犯罪収益移転危険度調査書について（資料のご紹介）

令和７年 犯罪収益移転危険度調査書

【環境分析】（調査書の第２ 「我が国の環境」）

１ 地理的・社会的・経済的環境 ２ 犯罪情勢

【脅威分析】（調査書の第３ 「マネー・ローンダリング事犯等の分析等」）

１ 主体 ２ 前提犯罪等 ３ マネー・ローンダリングに悪用された主な取引等

４ 疑わしい取引の届出

【リスク評価】

（調査書の第４ 「取引形態、国・地域及び顧客属性の危険度」）

１ 危険度の高い取引形態 ２ 危険度の高い国・地域

３ 危険度の高い顧客属性

（調査書の第５ 「商品・サービスの危険度」）

（調査書の第６ 「危険度の低い取引」）

（調査書の第７ 「テロ資金供与に関する危険度」）

検索犯罪収益移転 危険度調査書

22
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/nenzihokoku.htm



犯罪収益移転防止法第３条第３項【H26.11施行】

国家公安委員会は、毎年、犯罪による収益の移転に係る手口その他の犯罪による収益の移転
の状況に関する調査及び分析を行った上で、特定事業者その他の事業者が行う取引の種別ご
とに、当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結
果を記載した犯罪収益移転危険度調査書を作成し、これを公表するものとする。

犯罪収益移転防止法及び施行規則【H28.10施行】

○法８条３項（疑わしい取引の届出等）（関連規則26条、27条）
（抜粋）特定事業者は、疑わしい取引を判断するに際して、犯罪収益移転危険度調査書の

内容を勘案する

○法11条４号（取引時確認等を的確に行うための措置）（関連規則32条）
（抜粋）特定事業者は、取引時確認等を的確に行うための措置を講ずるに際して、

犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案する

犯罪収益移転危険度調査書の根拠

犯罪収益移転危険度調査書の活用目的

犯罪収益移転危険度調査書について（資料のご紹介）
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引用した資料へのリンク
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https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/nenzihokoku.htm

年次報告書、危険度調査書など

疑わしい取引の届出と届出先行政庁
「疑わしい取引の届出方法」
「疑わしい取引の届出における入力要領」

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/todoke/todotop.htm

犯罪収益移転防止法の解説、パブリックコメント
「犯罪収益移転防止法の概要」

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com.htm

警察庁トップページ ＞ 組織犯罪対策 ＞ JAFICトップページ 

＞ 事業者の皆さんへ
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